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須崎市訓令第１６号 

 

須崎市水域環境創造プロジェクト事業費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、須崎市の水域における水質の浄化を行い、持続可能な環境を創造するた

め、予算の範囲内において須崎市水域環境創造プロジェクト事業費補助金（以下「補助金」

という。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象地域） 

第２条 補助金の交付の対象となる地域（以下「補助対象地域」という。）は、市の区域のう

ち次の各号のいずれかに該当する地域とする。 

（１）上分地区、下分地区及び下郷地区 

（２）浦ノ内地区 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、補助対象地域にお

いて、令和６年度以降合併処理浄化槽を設置した者であり、かつ浄化槽法第７条第１項に定

める水質検査（以下「７条検査」という。）を受けた者とする。 

（補助金額） 

 第４条 補助金の額は、２００，０００円を上限とする。 

 （補助申請書等の提出） 

第５条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ須崎市水域環境創

造プロジェクト事業費補助金交付申請兼請求書（別記様式第１号）に、次の各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）７条検査結果書の写し 

（２）市税完納証明書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書兼請求書の提出があったときは、速やか

にその内容を審査し、補助金を交付すると決定した補助申請者（以下「補助決定者」という。）



に対しては須崎市水域環境創造プロジェクト事業費補助金交付決定兼補助金額確定通知書

（別記様式第２号）により、交付しないと決定した補助申請者に対しては須崎市水域環境創

造プロジェクト事業費補助金不交付決定通知書（別記様式第３号）により、それぞれ通知す

るものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をしたとき

は、速やかに補助金を交付するものとする。 

３ 市長は、交付決定をするに当たっては、補助申請者が次の各号に掲げるいずれかに該当す

ると認められるときは、補助金を交付しないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準

じて行わなければならない。 

（１）暴力団等（須崎市暴力団排除条例（平成２３年須崎市条例第１号。以下「暴排条例」と

いう。）第２条第２号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。）であるとき。 

（２）暴排条例第５条第２項の規定に違反した事実があるとき。 

（３）須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成２４年須崎市規則第１

７号）第２条第２項第５号に規定する排除措置対象者であるとき。 

４ 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。 

 （補助金交付の取消し） 

第７条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を変

更し、又は全部若しくは一部を取り消すことができる。 

（１）この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。 

（２）偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。 

（３）補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。 

（４）補助事業を中止し、又は廃止したとき。 

（５）市長の指示に従わなかったとき。 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

 （補助金の返還） 

第８条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係

る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助決定者に対し、補助金の返還を命

ずることができる。 

 （調査等） 

第９条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の状況を調査し、又は必要な資料を検

査し、若しくは当該資料の提出を求めることができる。 

２ 補助決定者及び関係業者は、前項の規定による要求があったときは、それに従わなければ

ならない。 

 （維持管理） 

第１０条 補助決定者が設置した浄化槽は、浄化槽法に基づき適正な維持管理がなされなけれ

ばならない。 



 （補助決定者が死亡した場合） 

第１１条 維持管理期間に補助決定者が死亡した場合において、当該維持管理期間に補助対象

浄化槽を廃止しようとするときは、当該補助決定者の相続人は、速やかに須崎市水域環境創

造プロジェクト事業費補助金変更（廃止）承認申請書（別記様式第４号）に関係書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

 （補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 


